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※過去５年間（H25~29）に発生した愛知県下の交通死亡事故を分析した結果です。

3月は通行目的「出勤」の死者数が年間最多

～月全体の約２割を占める～

午前5時～午前10時台に多発

年度末の３月は、午前5時～午前10時台にかけて、出勤や業務目的の通行車両が関与す
る死亡事故が多発しています。特に交差点において、一時不停止や信号無視、横断歩行者妨
害等の違反を伴う死亡事故が多いことから、江南警察署では指導取締り活動を強化します。

男性が昼前、青信号で交差点を右折する際に、右折
先の横断歩道を青信号で横断中の高齢歩行者と衝
突、死亡させた。判決：禁錮３年 執行猶予３年

名古屋地方裁判所判決

女性が夜間、青信号で交差点を右折する際に、右折先
の横断歩道を青信号で横断中の高齢歩行者と衝突、
死亡させた。 判決：禁錮２年 執行猶予４年

名古屋地方裁判所判決

男性が夕方、片側１車線道路を走行中、前方の信
号機のない横断歩道を横断中の高齢歩行者と衝突、
死亡させた。 判決：禁錮３年 執行猶予５年

名古屋地方裁判所判決

男性が午後、片側１車線道路をスマートフォンを操作
しながら走行し、前方の信号機のない横断歩道を横断
中の、小学生と衝突、死亡させた。判決：禁錮３年

名古屋地方裁判所判決

平成３０年２月９日（金）、午後５時4０分頃、江南市後飛保町地内の道路で、
横断中の歩行者が普通乗用車と衝突し、横断中の８０歳代女性が死亡する事故が発
生しました。
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